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Ⅰ．緒⾔

医療に携わる者が患者のプライバシーを守ることは，

職業倫理として
1)
，また法的にも規制された義務である

が
2)
，医療の場は，医療処置や療養⽣活特有の事情により，

個⼈のプライバシーが守られ難い状況にある．これは⼩

児医療においても例外ではなく，⼩児看護領域において

は，1999年に⽇本看護協会により作成された⼩児看護領

域における業務基準
3)
に『⼩児看護領域において特に留

意すべき⼦どもの権利と必要な看護⾏為』が⺬され，そ

の権利の中に「プライバシーの保護」（表１）が謳われて

いる．

⼦どもの権利を捉える上で重要なことは，⼘⽥が「特

に乳幼児の場合，⾃分で⾃⼰の権利を⾏使することが発

達的に難しい」と述べるように
4)
，⼦どもは成⻑発達の過

程にあるが故に，⾃⼰の権利を主張することが困難な存

在であるということである．しかし，1994年に⽇本で⼦

どもの権利条約が批准された後の国連⼦どもの権利委員

会の審査に対し，⽇本弁護⼠連合会から提出された報告

書からは
5)
，⼦どものプライバシーへの認識の薄さや，⾃

⼰のプライバシーを主張するには未熟であることの実際

が⾒て取れる．さらに⼤⼈が⼦どもを管理・監視するこ

とにより，⼦どものプライバシーが侵害されるという現

実が記されることからも，⼤⼈社会の価値観やプライバ

シーに対する認識が，⼦どものプライバシー保護に⼤き

な影響を及ぼすと考えられる．

これらのことからも，医療現場における⼩児のプライ

バシーは成⼈以上に侵害されやすく，加えて⼩児の⼊院

という状況は，本来養育者である親によって⾏われるプ

ライバシー意識の育成を，看護師を中⼼とした医療者に

委ねることとなり，⼩児を取り巻く医療者のプライバ

シーに対する意識はより重要になると考える．しかし，

これまで⼩児医療・看護現場におけるプライバシー保護

に関する研究や⽂献は僅かであり
6)
，具体的な保護⾏為

についても僅かに述べられるに留まっている
7)
．また，

留意すべき⼦どもの権利に⺬されるプライバシー保護に

関する内容も具体性に差があるなど，現在の⼩児医療・

看護におけるプライバシー保護は，患児のケアに携わる

医療者個々の価値観や倫理観に拠るところが⼤きいと考

える．

プライバシーという概念は，個⼈の置かれた状況や体

験などによって変化するものであり，⽣涯を通じて⼀定

のものではない
8)
．看護におけるプライバシーは，⼀般

的に⾝体の露出や患者の個⼈情報，また患者の私的空

間・時間といった意味で使われることが多く，これらは

⼀部の看護基礎教育のテキストにも記され
9)10)
，基礎教育

の段階から教授される．我々の⼩児看護の臨床経験にお

いてもプライバシー保護を考えるときに，ケア対象が⼩

児であることも加わって，⾝体露出に対してどこまでの

配慮が必要なのか迷ったり，また，患児の前で他の患児

や家族の話をしてしまったりなど，個⼈情報の保護に対

する看護師の意識が希薄になりやすいという状況が否め

なかった．さらに思春期の患児に対して療養上私的空間
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を確保，提供することは重要なことであるが
11)
，安全確

保という管理的側⾯から考えた場合にどう対処すべきか

悩むことがあった．

そこで本研究では，今後，⼩児医療・看護におけるプ

ライバシー保護について，実践に即した介⼊⽅法を検討

していくために，現在⼩児看護に携わる看護師のプライ

バシー保護意識とその実際を明らかにすることを⽬的に

調査を⾏なった．今回はその⼀部を報告する．

Ⅱ．研究⽅法

１．調査対象者

東海４県にある⼩児の⼊院患者を受け⼊れている200

床以上の総合病院および⼩児専⾨病院のうち，調査依頼

を⾏なった38施設のうち，協⼒の得られた28施設の病棟

に勤務する看護師640⼈とした．

２．調査⽅法および倫理的配慮

調査は⾃記式質問紙調査とし，本学研究倫理審査委員

会の承認を得て⾏われた（17愛看⼤第2-2号）．調査依頼

施設の看護部に予め調査概要と⽅法について⽂書にて説

明し，対象者個々にも⽂書により，研究の主旨，回答の

⾃由，統計的処理によるプライバシーの保護等について

説明した．調査票は各施設の看護部⻑宛に郵送し，調査

票の配布は病棟責任者に⼀任した．調査期間は平成17年

５⽉下旬∼6⽉中旬とし，対象者個々に郵送による返送

を依頼した．回収率67.7％（433⼈），うち有効回答率

99.3％（430⼈）であった．

３．調査内容

本調査においてはプライバシーを，「患者の⾝体」「患

者の個⼈情報」「患者の私的空間・時間」といった意味で

捉え
9)10)
，さらに村⽥

12)
によるプライバシーの考え（「⾝

体・⾏動の秘匿」「個⼈情報⾮公開」「⾃⼰領域の確保」

「独居と監視・⼲渉の排除」）に拠った．質問項⽬は，筆

者らが独⾃に作成したものを⽤いた．「⼦どもおよび⼩

児看護におけるプライバシー保護への認識」５項⽬，

「⽇々の看護活動における患児のプライバシー保護意識

とその実際」８項⽬，「成⻑発達段階別の⽇々の看護活動

におけるプライバシー保護の実際」18項⽬，「⼦どもを尊

重した対応に関すること」８項⽬の計39項⽬と，個⼈属

性および仕事状況に関することについて尋ねた．「成⻑

発達段階別の⽇々の看護活動におけるプライバシー保護

の実際」については，村⽥
12)
のプライバシー保護に関す

る意識調査で⽤いられた項⽬を基に作成した．

４．分析⽅法

データの集計・分析には，統計解析パッケージ「SPSS

13.0J forWindows」を⽤い，記述統計およびクロス集計

を⾏った．

Ⅲ．調査結果

１．対象者の概要

調査対象者の概要を表２に⺬す．平均年齢32.03歳

（SD8.89），平均看護師経験年数9.55年（SD8.37），うち

⼩児看護の平均経験年数は4.47年（SD4.79）であった．

看護教育の最終学歴は，３年課程専⾨学校が最も多く

51.9％，次いで２年課程専⾨学校15.8％で，⼤学12.1％

であった．所属病棟は，⼩児病棟が44.7％と最も多く，

次いで混合病棟の24.2％であった．

２．⼦どもおよび⼩児看護におけるプライバシー保護へ

の認識について

結果を表３に⺬す．“⼦どものプライバシー保護に関

⼼がありますか”（以下「プライバシー保護への関⼼」）
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についは，「ある」35.6％「ややある」53.7％で全体の

89.3％を占めた．また，“⼩児看護においてプライバシー

保護について考えることは重要であると思いますか”（以

下「プライバシー保護の重要性」）については，「思う」

62.3％「やや思う」34.0％で全体の96.3％を占め，思わ

ないと回答したものは皆無であった．“看護基礎教育に

おいて，⼩児や⼩児看護における⼈権や権利について学

ぶ機会がありましたか”（以下「看護基礎教育で⼈権・権

利を学ぶ機会」）については，「あった」9.3％「ややあっ

た」13.5％で全体の22.8％と少なく，半数以上は「あま

り無かった」（40.2％），「なかった」（17.2％）と回答し

ている．さらに「覚えていない」というものも19.3％認

めた．また看護基礎教育以外での学びについても同様の

結果であった．

“1999年に⽇本看護協会により提⺬された「⼩児看護

専⾨領域の看護業務基準に『⼩児看護領域において留意

すべき⼦どもの権利』が記載されていることを知ってい

ますか”（以下「留意すべき⼦どもの権利」）について尋

ねたところ，「よく知っている」と回答したものは3.5％

（15⼈）と極めて少なく，「知っているが内容までは知ら

ない」が34.2％，「知らない」と回答したものは62.1％と

半数以上を占めた．また「よく知っている」と回答した

15⼈に，留意すべき⼦どもの権利に『プライバシーの保

護』について書かれていることを知っているか尋ねたと

ころ，12⼈は「よく知っている」と回答した．

３．⽇々の看護活動における患児のプライバシー保護意

識とその実際について

結果を表４に⺬す．“⽇頃から患児のプライバシー保

護を⼼がけていますか”（以下「プライバシー保護への⼼

がけ」）については，「⼼がけている」25.8％，「やや⼼が

けている」58.4％で全体の84.2％を占めた．また“⽇頃

からプライバシー保護に配慮したケアを⾏っています

か”（以下「プライバシー保護に配慮したケア」）につい

ては，「できている」は8.4％と極めて少ないが，「ややで

きている」は67.0％で，合わせて全体の75.4％を占めた．

次に，“⼊院という環境は患児⾃⾝のプライバシー意

識に影響を及ぼすと思いますか”（以下「プライバシー意

識への影響」）については，「思う」40.2％，「やや思う」

49.5％で全体の89.7％と，９割近くが影響を及ぼすと考

えていた．“⽇々のケア提供の中で患児のプライバシー

が侵害されていると感じることがありますか”（以下「プ
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ライバシーの侵害」）については，「感じる」13.0％「や

や感じる」42.6％で全体の55.6％と，半数以上は何らか

のプライバシーの侵害を感じていた．

ケア対象が⼩児であるという⼩児看護の特殊性につい

て，“ケア対象が⼩児であることでプライバシーの保護

意識が希薄になると感じることがありますか”（以下「プ

ライバシー保護意識の希薄化」）については，「感じる」

10.9％「やや感じる」46.5％で全体の57.4％と，半数以

上がケア対象が⼩児であることで，プライバシーの保護

意識が希薄になると感じていた．また，“患児⾃⾝のプ

ライバシー意識を育てることは⼩児看護師の役割の⼀つ

であると思いますか”（以下「プライバシー意識の育成」）

については，「思う」32.8％「やや思う」43.3％で全体の

76.1％を占め，患児のプライバシー意識を育てることは，

⼩児看護師の役割であると考えていた．

４．個⼈属性（⼩児看護経験年数，所属病棟，専⾨最終

学歴）と各項⽬との関係

１）⼩児看護経験年数と各項⽬との関係

⼩児看護経験年数別に対象を４群（経験１年未満，経

験2∼4年，経験5∼9年，経験10年以上）に分類しクロス

集計を⾏った．結果を表５に⺬す．

⼦どもおよび⼩児看護におけるプライバシー保護への

認識については，“プライバシー保護への関⼼”で，「あ

る」と回答した割合が最も⾼かったのは経験10年以上の

57.9％，最も低かったのは経験１年未満の28.0％で，経

験年数が多いほど関⼼の程度が⾼い傾向にあった．“プ

ライバシー保護の重要性”についても同様に，「思う」と

回答した割合が最も⾼かったのは経験10年以上の72.7％

で，経験年数が少ないほどその割合は低下した．しかし

経験１年未満においても54.2％と約半数が重要だと「思

う」と回答しており，全体的にみると殆どの対象者が⼩

児看護においてプライバシー保護を考えることの重要性

を感じていた．また“留意すべき⼦どもの権利”につい

て「知っている」と回答した割合が最も⾼い経験10年以

上でも7.1％で，経験１年未満については0.8％と118⼈

中１⼈であった．

⽇々の看護活動におけるプライバシー保護意識とその

実際に関する項⽬では，その殆どにおいて経験年数が多

いほど意識の程度や⼼がけ，感じている度合いが⾼い傾

向にあった．しかし“プライバシー意識の育成”におい

てのみ，経験１年未満および2∼4年のほうが，経験5∼9

年と10年以上より⾼い傾向にあった．

２）所属病棟と各項⽬との関係

病棟別に対象を５群（⼩児，⼩児内科系，⼩児外科系，

混合・成⼈，NICU）に分類しクロス集計を⾏った．結果

を表６に⺬す．

⼦どもおよび⼩児看護におけるプライバシー保護への

認識については，“プライバシー保護への関⼼”で，「あ

る」と回答した割合が最も⾼かったのはNICUの44.8％

で，最も低かったのは混合・成⼈病棟の25.5％であった．

また，“プライバシー保護の重要性”についても混合・成
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⼈病棟が49.5％と最も低く，それ以外の病棟においては

半数以上が重要であると思っていた．

“プライバシー保護の⼼がけ”は，「⼼がけている」の

割合がNICUで34.5％と最も⾼く，混合・成⼈病棟が

19.2％で最も低かった．次に，“プライバシー意識への

影響”と，“プライバシーの侵害”についても混合・成⼈

病棟が最も低く，⼀⽅，⼩児内科系・外科系病棟が⾼い

割合を⺬した．また，“プライバシー保護の問題・課題”

の有無についても⼩児内科系・外科系病棟で，問題が有

るとする割合が⾼かった．その他，混合・成⼈病棟が最

も低かった項⽬としては，“プライバシー意識の育成”な

どがあげられ，計５項⽬において最も低い割合を⺬した．

３）専⾨最終学歴と各項⽬との関係

学歴（２年課程専⾨学校，３年課程専⾨学校，短⼤，

⼤学）と“看護基礎教育で⼈権・権利を学ぶ機会”につ

いてクロス集計を⾏った結果，「あった」と回答した割合

が⼤学26.9％で最も⾼く，次に３年課程専⾨学校の9.0％
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の認識と⽇々の看護活動における患児のプライバシー保護意識

とその実際



であった．⼤学については「ややあった」の回答と合わ

せると53.8％と半数を超えるが，それ以外は，短⼤が

25.1％，２年課程専⾨学校が14.7％と最も低かった．ま

た中には，「覚えていない」と回答したものも10∼20％台

認めた．

Ⅳ．考察

以下に，本調査で明らかとなった⼩児看護現場におけ

るプライバシー保護に対する意識の実態について考察を

加える．

１．⼦どもおよび⼩児看護におけるプライバシー保護へ

の認識について

対象とした看護師の多くは，程度に差はあっても⼦ど

ものプライバシー保護への関⼼や，⼩児看護におけるプ

ライバシー保護の重要性への認識を持っていた．看護師

のプライバシー保護に対する関⼼の程度を調査したもの

には，20年以上前に村⽥ら
13)
により⾏われたものがある

が，この調査においても，プライバシー保護への関⼼が

「⼤いにある（47.8％）」「多少ある（46.8％）」を合わせ

ると94.6％と本調査以上に⾼かった．医療に携わる者が

患者の尊厳やプライバシーを守ることは，職業倫理とし

て
1)
，また法的にも規制された義務である

2)
．そのため概

して看護師のプライバシー保護意識や関⼼は⾼く，時代

や対象の違いによる相違はないのかもしれない．しかし

冒頭で述べたように，⼦どもという対象特性からプライ

バシーが軽視されやすいという現実を⼗分認識している

が故に，関⼼や意識が⾼いことも考えられる．

看護基礎教育における⼈権・権利の学びについては，

「覚えていない」と回答するものが20％近く，記憶も不

確かであり信頼性が⼗分とは⾔い難い．しかし，学ぶ機

会が「あまりなかった」が半数を超えたことは，これま

で基礎教育で⼦どもの権利などについてあまり教授され

てこなかったことが考えられるが，現在の基礎教育のテ

キストは『留意すべき⼦どもの権利』を数年前から掲載

し，⼩児看護における倫理として⼦どもの権利を取り上

げるものや
14)
，また，インフォームドコンセントやプリ

パレーションに関する記述も増えてきている．今後，基

礎教育においても，健康な⼦どもから医療を必要とする

⼦ども，そして虐待やいじめなど社会的問題を含めた⼦

どもの⼈権・権利について，保健・医療・福祉と多⽅⾯

からの学習をすすめ，さらに実習などを通じて地域や臨

床現場における⼦どもの権利擁護の実際に触れる機会を

提供し，学びを深めさせたい．

『留意すべき⼦どもの権利』について，現在臨床で勤務

する看護師は学⽣時代にこの権利を学んだものは少なく，

多くは臨床に出てから知ることになると思われる．今回，

認知度⾃体が低かったことから，権利の記された業務基

準が臨床現場に置かれておらず，看護師が⽬にする機会

が少ないことや，また，経験年数別では経験10年以上が

この権利を知っている割合が⾼かったことから，リー

ダー的⽴場にある看護師が⽇々の業務の中でメンバーに

⺬すなど，活⽤の機会が少ないことが考えられる．また

管理者においても，業務基準は⽇本看護協会から提⺬さ

れたものであり『留意すべき⼦どもの権利』は周知のも

のと思われるが，⽇々の看護における活⽤が⼗分なされ

ていないことが考えられる．現在では，医療においても

⼦どもの⼈権を尊重することは当然のものとして捉えら

れるようになってきている．しかし⼩笠と横尾が，看護

師の倫理規定を守ることが容易でない理由として「個⼈

がもつ価値観が異なれば，⼈間としての尊厳や権利を尊

重する⾏為も⼀様ではない」と述べていることから
15)
，

本権利がプライバシー保護の項を含め現場に浸透し，

⽇々の看護を評価する⼀指標となることで，看護師や管

理者個々の価値観や倫理観，また看護観のみに拠らない

管理体制の構築や，ケアの質向上へとつながると考える．

看護基礎教育における⼦どもの権利に関する学習はまだ

始まったばかりであることからも，臨床現場での⽇々の

看護実践を通じて，⼦どもの権利やプライバシー保護の

考えを浸透させていくことが重要であり，特に混合病棟

などにおいては管理者⾃⾝がこの権利への理解を深め，

⾝近な⼿引きとして業務改善やケア検討に活⽤されるよ

う，適時スタッフに提⺬し，病棟の看護⽅針を考える基

盤にするなどの活⽤を勧めたい．

２．⽇々の看護活動における患児のプライバシー保護意

識とその実際について

⽇々の看護ケアを⾏う上でプライバシー保護を⼼がけ

ているかについては，⽐較的その意識は⾼かった．また，

⼊院という環境が患児⾃⾝のプライバシー意識に影響を

及ぼすかについては，「思う」「やや思う」併せて90％近

くが及ぼすと感じていた．医療の場はプライバシーが侵

されやすいが，⼤⼈はその環境や状況に対する不満や不

快を感じ表現することも可能である．しかし，⼦どもは

置かれる環境や状況が当然のものとなり，⼈前での⾝体
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露出や排泄が平気であったり，私的領分に他⼈が⼊るこ

とに対して違和感を覚えないなど，⾃⼰のプライバシー

が侵されていること⾃体に気付かないことが考えられる．

これらに対して看護師は役割の⼀つとして，患児のプラ

イバシーが保護された環境を常に提供し，意識的に配慮

をしながら患児のプライバシー意識を養っていくことが

重要であると考える．その意味では，患児のプライバ

シー保護意識を育てることを⼩児看護師の役割であると

80％以上が考えおり，意識は⾼く持たれていると考える．

しかし⼀⽅で，プライバシー保護に配慮したケアがで

きていると回答したものが10％未満であることや，患児

に対するプライバシー保護意識の希薄化を半数以上が感

じ，また半数以上が⽇々のケアの中で患児のプライバ

シー侵害を感じていたことは，上述したようなプライバ

シー保護の重要性を強く感じていながらも，実際には現

場で⼗分対応できているとはいい難い課題を持つという，

意識の⾼さと現実との乖離が⾒て取れる．これは，実際

に意識はありながらも配慮しきれない現実や，また，具

体的にプライバシー保護のために何を意識し，何を基準

としてプライバシーが保護されていると評価すれば良い

のか，その視点が明確でないことなども関与していると

考える．⼘⽥は「乳幼児の場合，発達的に⾃⼰の権利を

⾏使することが難しく，乳幼児の権利は乳幼児期ならで

はの特殊性をもたざるを得ない」と述べており，その特

殊性について「⼦どもにとっておとなは，⼦どもの権利

の侵害者である可能性をもった存在であるが，⼦どもは

そのおとなに権利の仲介をしてもらわなければならない

という⽭盾をもっている」と述べている
16)
．⼩児看護は

その関わり全てにおいて，⼦どもは成⻑発達の過程にあ

り，患者として⼈間として持つあらゆる権利を⾏使し難

い存在であることを根底におかなければならない．我々

⼤⼈が⼦どもの権利の侵害者となり得ることや，我々の

プライバシー保護意識が希薄になりやすいという事実も

⼦どもの権利の特徴として受け⽌め，その上でプライバ

シー保護に努めることが⼤切ではないかと考える．今後，

今回の調査を基に，プライバシー保護意識が希薄になり

やすいと感じる理由や場⾯，プライバシーの侵害を感じ

る具体的場⾯などから⼩児看護における患児のプライバ

シー保護上の問題や課題を明確にし，⼩児看護における

プライバシー保護のための具体的な指標を⺬したいと考

える．

３．個⼈属性と各項⽬との関係について

⼩児看護経験年数別でみると，殆どの項⽬において経

験10年以上が最も⾼い割合を⺬した．やはり，⼩児看護

の経験を積むことで関⼼や重要性の認識は⾼まり，年代

的にもリーダーや管理的役割を担うことが多くなり，環

境や対応のありかたを考える機会が増すことなどが背景

にあると考える．また，⽇々の看護の中でプライバシー

の侵害を感じたり，ケア対象が⼩児であるが故に問題や

課題を感じたりする割合が⾼いことも，プライバシーへ

の関⼼や保護の重要性の認識の⾼さ故ではないかと考え

る．

所属病棟別では，⼦どものプライバシー保護の関⼼の

程度や，⼩児看護において患児のプライバシー保護を考

えることの重要性の認識について，混合・成⼈病棟が最

も低く，加えて⼊院という環境が児のプライバシー意識

に影響を及ぼすかや，⽇々のケア提供の中で患児のプラ

イバシーの侵害を感じるかについても同様に低かった．

その要因として，これらの病棟は⼩児の⼊院患者が少な

く，⼊院期間も短期で急性期疾患が多いと予測されるこ

とから，プライバシー保護への関⼼の⾼まりや重要性を

認識するに⾄らないこと，また，患児のプライバシー意

識に対する⼊院の影響やプライバシーの侵害を感じる場

⾯が少ないことなどが考えられる．しかし⼀⽅で，プラ

イバシーへの関⼼や重要性への認識が低く⼦どもの特徴

理解が⼗分でないと，患児のプライバシー意識への影響

やプライバシーが侵害されていることに気づかないと

いったことが懸念される．現在，少⼦化や⼩児医療の不

採算性などから，⼩児科診療の廃⽌や⼩児病棟の閉鎖が

相次いでいる．今後さらにその傾向は進み，混合病棟や

成⼈病棟に⼩児が⼊院する状況は増すと考えられること

からも，⼩児看護における患児のプライバシー保護を考

える視点を明らかにし，実際の看護場⾯において具体的

にどのような配慮が必要なのかを明らかにしていきたい．

⼀⽅，⼩児内科系・外科系病棟において⼊院という環境

が患児⾃⾝のプライバシー意識に与える影響や，プライ

バシー保護を考える上でケア対象が⼩児であることの問

題など感じる割合が⾼かったことについて，これらの病

棟に⼊院する患児は，⼩児特有の慢性疾患や先天性疾患，

悪性疾患などで⻑期⼊院や⼊退院を余儀なくされる傾向

にあることが予測され，⽇々の看護において患児のプラ

イバシー意識を含め，成⻑発達への影響を視野に⼊れた

関わりが求められることが影響したと考える．

今回は，現在の⼩児看護現場における看護師の患児に
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対するプライバシー保護意識の実態について報告したが，

今後は，その詳細を明らかにし，⼩児看護において患児

のプライバシー保護を考えていく上での問題や課題を明

確にしたい．加えて，近年の個⼈情報保護法制定により，

プライバシーが満ち溢れる医療現場では対応に苦慮する

現状が伝えられるが，⼩児医療現場においてはより⼀層

その対応は難しく，患児の安全を守るという側⾯からも，

個⼈情報の保護を含めた⼩児看護領域におけるプライバ

シー保護について考えていく必要があると考える．
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